
世
界
遺
産
を
擁
す
る
宮
島
の
、
多
く

の
観
光
客
な
ど
の
来
訪
に
よ
り
発

生
・
増
幅
す
る
行
政
需
要
に
対
応
し

て
い
く
た
め
、
令
和
２
年
３
月
15
日

に
宮
島
訪
問
税
条
例
を
可
決
し
、
現

在
、
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
度
、
税
徴
収
開
始
の
時
期
に
つ

い
て
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

現
在
の
準
備
状
況

船
舶
運
航
事
業
者
と
駅
務
シ
ス
テ
ム

の
構
築
準
備
を
行
っ
て
い
る
。

運
賃
・
税
徴
収
の
駅
務
シ
ス
テ
ム

乗
船
客
に
極
力
ス
ト
レ
ス
を
か
け
る

こ
と
な
く
税
徴
収
を
確
実
に
行
う
た

め
に
必
要
な
運
賃
・
税
徴
収
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
。
ま
た
、
感
染
症
対

策
に
も
資
す
る
も
の
と
す
る
。

◦
非
接
触
式
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

（
券
売
機
含
む
）

◦
非
接
触
に
よ
る
集
改
札

◦
多
言
語
対
応
の
発
券
シ
ス
テ
ム

市
の
費
用
負
担

税
徴
収
に
必
要
な
駅
務
シ
ス
テ
ム
や

徴
収
の
効
率
化
に
資
す
る
シ
ス
テ
ム

構
築
に
対
し
、
廿
日
市
市
が
支
援
す

宮
島
口
地
区
整
備
事
業
は
「
宮
島
口

地
区
ま
ち
づ
く
り
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ

ン
」（
平
成
28
年
３
月
策
定
）
で
設

定
さ
れ
た
４
施
策
（
交
通
円
滑
化
、

生
活
環
境
向
上
、
良
好
な
景
観
形
成
、

賑
わ
い
創
出
）
の
実
現
に
向
け
、「
宮

島
口
ま
ち
づ
く
り
整
備
計
画
」
に
基

づ
き
、
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で

◦
厳
島
港
公
有
水
面
埋
立
工
事
完
成

宮
島
口
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル

◦
赤
崎
14
号
線
１
工
区　

供
用
開
始

◦
駅
舎
・
軌
道
移
設
及
び
立
体
駐
車

場
工
事
に
着
手
。

今
後
の
予
定

◦
赤
崎
３
号
線
（
ア
ク
セ
ス
道
路
）

の
完
成
な
ど
令
和
８
年
度
ま
で
の

工
事
完
了
を
目
指
す
。

◦
Ｊ
Ｒ
宮
島
口
駅
の
自
由
通
路
（
橋

上
化
）
及
び
※
❹
ペ
デ
ス
ト
リ
ア

ン
デ
ッ
キ
の
整
備
は
、
地
元
や
関

係
機
関
等
と
の
協
議
を
進
め
、
令

和
８
年
度
以
降
の
事
業
化
を
図
る
。

◦「
観
光
バ
ス
・
臨
時
駐
車
場
の
運

用
方
法
の
検
討
」「
広
島
岩
国
道

路
へ
の
利
用
転
換
」
も
進
め
る
。

主
な
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ	「
宮
島
口
み
ら
い
協
議
会
」
の
法

人
化
の
取
り
組
み
内
容
は
。

Ａ	

協
議
会
は
、
現
在
38
団
体
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
地
元
と
連
携
し
た

賑
わ
い
創
出
、
景
観
形
成
な
ど
の

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
効
果
的

に
進
め
る
た
め
法
人
化
等
を
検
討

す
る
。

Ｑ	

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
が
必
要
と

考
え
る
が
ど
う
か
。

Ａ	

本
市
の
Ｄ
Ｘ
改
革
推
進
室
と
も
連

携
し
、
交
通
情
報
の
提
供
な
ど
デ

ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
を
検
討
す
る
。

る
。
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
で
選
定
し
た
駅

務
機
器
は
、
１
／
３
が
国
、
２
／
３

が
市
の
負
担
。
利
便
性
向
上
に
資
す

る
環
境
整
備
は
、
国
、
市
、
事
業
者

が
１
／
３
ず
つ
負
担
と
な
る
。

税
徴
収
の
開
始
予
定
は

令
和
４
年
９
月
に
は
、
宮
島
訪
問
税

条
例
の
施
行
日
を
定
め
る
規
則
の
公

布
を
予
定
し
て
い
る
。

令
和
５
年
の
秋
頃
に
は
、
駅
務
機
器

等
の
徴
収
準
備
が
完
了
す
る
予
定
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

宮
島
訪
問
税
の
徴
収
を
開
始
す
る
。

主
な
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ	

徴
収
開
始
時
期
の
前
倒
し
、
あ
る

い
は
資
材
高
騰
に
よ
る
部
品
調
達

な
ど
で
遅
れ
る
可
能
性
は
。

Ａ	

駅
務
機
器
等
の
完
成
時
期
が
７
～

９
月
辺
り
と
見
込
ん
で
お
り
、
そ

れ
よ
り
前
倒
し
は
な
い
。
メ
ー
カ

ー
か
ら
部
品
調
達
な
ど
で
遅
れ
る

と
は
聞
い
て
は
い
な
い
。

Ｑ	

地
元
へ
の
周
知
は
ど
う
か
。

Ａ	

市
Ｈ
Ｐ
で
資
料
を
掲
示
し
、
本
年

の
秋
頃
か
ら
地
元
へ
の
説
明
を
行

っ
て
い
く
。

全議員に今後の事業方針について説明がありました

宮
島
訪
問
税
の
準
備
状
況
に
つ
い
て

宮
島
口
地
区
整
備
事
業
の
進
捗
状
況
と
今
後
の
計
画

◇イメージパース（広島県提供資料）
� ※実施設計により、内容が変更される可能性がある。
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近
年
の
大
雨
に
よ
る
浸
水
対
策
の
必

要
性
も
踏
ま
え
、
廿
日
市
市
上
下
水

道
事
業
経
営
審
議
会
提
言
に
よ
り
策

定
し
た
「
下
水
道
事
業
経
営
戦
略
」

に
基
づ
き
、
今
後
の
下
水
道
使
用
料

と
受
益
者
負
担
金
の
見
直
し
に
つ
い

て
の
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

下
水
道
使
用
料

現
在
、
公
費
負
担
（
繰
入
な
ど
）
に

よ
り
、
約
76
％
と
な
っ
て
い
る
下
水

道
使
用
料
の
経
費
回
収
率
を
、
独
立

採
算
性
の
原
則
に
よ
り
、
令
和
18
年

度
に
100
％
と
な
る
（
経
費
を
下
水
道

使
用
料
で
賄
う
）
よ
う
目
指
す
。

こ
の
た
め
、
令
和
５
年
度
か
ら
５
年

ご
と
に
、
７
％
ず
つ
の
段
階
的
な
料

金
改
定
を
行
う
予
定
。

市
役
所
や
街
路
灯
の
民
間
提
案
制
度

で
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
続
き
、
保
育
園
な

ど
の
市
有
施
設
に
も
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
手
法

提
案
が
あ
り
、
事
業
契
約
移
行
に
つ

い
て
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

事
業
者

日
本
電
技	

株
式
会
社

事
業
期
間
は
15
年
間

対
象
施
設

保
育
園
（
14
）
市
民
セ
ン
タ
ー
（
７
）、

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
エ
コ
セ
ン
タ

ー
は
つ
か
い
ち
、
宮
島
清
掃
セ
ン
タ

ー
、
宮
島
桟
橋
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
の

計
25
施
設
。

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
台
数
は
３
１
８
８
台
。

契
約
移
行
に
向
け
た
要
求
水
準

①
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
、
行
財
政
運

営
の
効
率
化
が
期
待
で
き
る
か
。

◦
省
エ
ネ
機
器
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
２
削
減

効
果
が
あ
る
。

◦
維
持
管
理
は
事
業
者
が
実
施
す
る

た
め
、故
障
リ
ス
ク
を
低
減
で
き
る
。

②
新
た
な
財
政
負
担
や
大
き
な
業
務

負
担
を
生
じ
な
い
か
。

◦
Ｌ
Ｅ
Ｄ
設
置
費
用
は
契
約
期
間
内

の
委
託
料
で
賄
わ
れ
る
た
め
、
設

受
益
者
負
担
金

廿
日
市
処
理
区
と
大
野
処
理
区
で
は

受
益
者
負
担
金
が
異
な
っ
て
い
る
。

合
併
後
10
年
が
経
過
し
、
国
庫
補
助

基
準
が
同
一
と
な
っ
て
お
り
、
公
平

性
を
図
る
た
め
、
大
野
地
域
で
新
た

に
整
備
す
る
処
理
区
に
お
い
て
、
受

益
者
負
担
金
単
価
を
廿
日
市
処
理
区

と
同
額
の
１
㎡
当
た
り
568
円
に
統
一

す
る
予
定
で
あ
る
。

な
お
、
既
に
整
備
さ
れ
て
い
る
処
理

区
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
１
㎡
当
た

り
371
円
に
据
え
置
く
予
定
。

主
な
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ	
使
用
料
改
定
率
が
一
般
家
庭
も
企

業
も
一
律
７
％
の
理
由
は
。

Ａ	

少
量
使
用
者
で
あ
る
一
般
家
庭
に

配
慮
し
た
場
合
、
企
業
を
含
む
大

口
使
用
者
で
あ
る
子
育
て
世
帯
等

の
多
人
数
世
帯
の
負
担
が
大
き
く

な
る
た
め
、
一
律
と
し
た
。

Ｑ	

コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
、
生
活
が

厳
し
い
時
に
引
き
上
げ
る
の
は
ど

う
な
の
か
。
審
議
会
で
意
見
は
出

な
か
っ
た
の
か
。

Ａ	

コ
ロ
ナ
の
影
響
に
配
慮
を
と
い
う

意
見
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

ま
ま
で
は
一
般
会
計
へ
の
負
担
が

大
き
く
な
る
。
配
慮
と
し
て
３
段

階
で
の
引
き
上
げ
と
し
た
。

置
費
用
が
不
要
。

◦
設
計
、
施
工
、
維
持
管
理
ま
で
事

業
者
が
行
い
、
職
員
に
大
き
な
業

務
負
担
が
生
じ
な
い
。

市
の
費
用
負
担

①	

電
気
料
金
：
電
力
を
使
用
し
た
分

だ
け
電
気
事
業
者
に
支
払
う
。

②	

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
料
：
毎
年
定
額
を
Ｅ
Ｓ

Ｃ
Ｏ
事
業
者
に
支
払
う
。

コ
ス
ト
削
減
比
較
（
15
年
）

市
直
営
の
場
合

　
　
　
　

１
億
９
９
８
５
万
１
千
円

民
間
提
案
（
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
手
法
）

　
　
　
　

１
億
９
８
６
９
万
円

主
な
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ	

地
元
外
の
事
業
者
が
主
体
だ
が
、

市
内
事
業
者
が
関
わ
る
こ
と
は
検

討
し
て
い
る
か
。

Ａ	

契
約
の
中
で
話
し
て
み
た
い
。

Ｑ	

コ
ス
ト
比
較
で
は
差
が
な
い
が
、

Ｃ
Ｏ
２
削
減
な
ど
が
決
め
手
か
。

Ａ	

そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
事
業
者
に

つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
を
幅

広
く
展
開
し
、
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積

さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
。

議 員 全 員 協 議 会

総
務
常
任
委
員
会　
～
市
の
照
明
を
更
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
へ
～

使用料を一律７％改定した
場合のモデル試算表

（２か月あたり・税込）

使用水量 改定前 改定後 増加額

20㎥ 2,200円 2,354円 154円

40㎥ 5,390円 5,764円 374円

70㎥ 11,715円 12,529円 814円

500㎥ 112,530円 120,406円 7,876円

2,000㎥ 467,280円 499,906円 32,626円

下
水
道
使
用
料
及
び
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
の
見
直
し
に
つ
い
て
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